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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定された時間間隔で外部と通信することにより自装置の位置を示す位置情報を取得す
る取得手段と、
　自装置の移動に関する情報及び領域ごとに時間間隔の情報を記憶する記憶手段と、
　前記取得手段が通信する前記時間間隔を、前記記憶手段の記憶内容を参照して前記自装
置の移動に関する情報及び前記位置情報が対応する前記領域に応じた前記時間間隔に変更
して設定する設定手段と、
　を備えた情報処理装置。
【請求項２】
　前記自装置の移動に関する情報は、加速度であり、
　自装置に作用する加速度を設定された時間間隔で取得する加速度取得手段をさらに備え
、
　前記設定手段は、前記取得手段が通信する前記時間間隔及び前記加速度取得手段が取得
する前記時間間隔を、取得された前記加速度及び前記位置情報に基づいて変更する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記自装置の移動に関する情報は、速度であり、
　前記設定手段は、単位時間当たりに取得した２つの前記位置情報に基づいて求められた
前記速度及び前記位置情報に基づいて変更する、
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　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記記憶手段は、前記領域ごとに前記領域の属性に基づいて定められた前記時間間隔の
情報を記憶する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　領域ごとに配置された発信機から送信される発信機識別情報を含む信号を設定された時
間間隔で受信する受信手段と、
　前記信号に含まれる前記発信機識別情報、及び前記信号の強度に関する情報を含む情報
を設定された時間間隔で外部に送信する送信手段と、
　設定された時間間隔で前記外部と通信することにより自装置の位置を示す位置情報を取
得する取得手段と、
　前記領域ごとに時間間隔の情報を記憶する記憶手段と、
　前記受信手段が受信する前記時間間隔、前記送信手段が送信する前記時間間隔、及び前
記取得手段が通信する前記時間間隔を、前記記憶手段の記憶内容を参照して取得された前
記位置情報が対応する前記領域に応じた前記時間間隔に変更して設定する設定手段と、
　を備えた情報処理装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、加速度及び前記領域ごとに前記時間間隔の情報を記憶し、
　自装置に作用する前記加速度を設定された時間間隔で取得する加速度取得手段をさらに
備え、
　前記設定手段は、前記受信手段が受信する前記時間間隔、前記送信手段が送信する前記
時間間隔、及び前記取得手段が通信する前記時間間隔、及び前記加速度取得手段が取得す
る前記時間間隔を、前記記憶手段の記憶内容を参照して取得された前記加速度及び前記位
置情報に基づいて変更する、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　コンピュータを、
　設定された時間間隔で外部と通信することにより自装置の位置を示す位置情報を取得す
る取得手段と、
　前記取得手段の前記時間間隔を、自装置の移動に関する情報及び領域ごとに定められた
時間間隔の情報を参照して前記自装置の移動に関する情報及び前記位置情報が対応する前
記領域に応じた前記時間間隔に変更して設定する設定手段として機能させるための情報処
理プログラム。
【請求項８】
　コンピュータを、
　設定された時間間隔で端末装置から送信される要求信号に応じて前記端末装置の位置を
示す位置情報を前記端末装置に送信する送信手段と、
　前記要求信号が送信さる前記時間間隔を、前記端末装置の移動に関する情報及び領域ご
とに定められた時間間隔の情報を参照して前記端末装置の移動に関する情報及び前記位置
情報が対応する前記領域に応じた前記時間間隔に変更する指令信号を前記端末装置に送信
する設定手段として機能させるための情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビーコン信号を用いてユーザが携帯する携帯端末（ユーザ端末装置）の位置を特
定する無線テレメータシステムが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
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【０００３】
　この無線テレメータシステムは、ユーザが携帯する携帯端末が、複数の無線子機から送
信されるビーコン信号を受信した場合、受信したビーコン信号の信号強度に基づき、自機
から最も距離が近い無線子機を特定し、ホストコンピュータ（サーバ装置）が、携帯端末
により特定された無線子機の情報を取得することにより、携帯端末の位置情報を追跡でき
るように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１１１４３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ユーザ端末装置からサーバ装置にアクセスする頻度が高いと、ユーザ端末装置の位置を
精度良く特定することができるが、携帯端末の消費電力が多くなる。
【０００６】
　本発明の目的は、情報の送受信に係る時間間隔が一定の場合と比較して消費電力を抑制
することができる情報処理装置及び情報処理プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
［１］設定された時間間隔で外部と通信することにより自装置の位置を示す位置情報を取
得する取得手段と、
　自装置の移動に関する情報及び領域ごとに時間間隔の情報を記憶する記憶手段と、
　前記取得手段が通信する前記時間間隔を、前記記憶手段の記憶内容を参照して前記自装
置の移動に関する情報及び前記位置情報が対応する前記領域に応じた前記時間間隔に変更
して設定する設定手段と、を備えた情報処理装置。
［２］前記自装置の移動に関する情報は、加速度であり、
　自装置に作用する加速度を設定された時間間隔で取得する加速度取得手段をさらに備え
、
　前記設定手段は、前記取得手段が通信する前記時間間隔及び前記加速度取得手段が取得
する前記時間間隔を、取得された前記加速度及び前記位置情報に基づいて変更する、前記
［１］に記載の情報処理装置。
［３］前記自装置の移動に関する情報は、速度であり、
　前記設定手段は、単位時間当たりに取得した２つの前記位置情報に基づいて求められた
前記速度及び前記位置情報に基づいて変更する、前記［１］に記載の情報処理装置。
［４］前記記憶手段は、前記領域ごとに前記領域の属性に基づいて定められた前記時間間
隔の情報を記憶する、前記［１］から［３］のいずれか１つに記載の情報処理装置。
［５］領域ごとに配置された発信機から送信される発信機識別情報を含む信号を設定され
た時間間隔で受信する受信手段と、
　前記信号に含まれる前記発信機識別情報、及び前記信号の強度に関する情報を含む情報
を設定された時間間隔で外部に送信する送信手段と、
　設定された時間間隔で前記外部と通信することにより自装置の位置を示す位置情報を取
得する取得手段と、
　前記領域ごとに時間間隔の情報を記憶する記憶手段と、
　前記受信手段が受信する前記時間間隔、前記送信手段が送信する前記時間間隔、及び前
記取得手段が通信する前記時間間隔を、前記記憶手段の記憶内容を参照して取得された前
記位置情報が対応する前記領域に応じた前記時間間隔に変更して設定する設定手段と、
　を備えた情報処理装置。
［６］前記記憶手段は、加速度及び前記領域ごとに前記時間間隔の情報を記憶し、
　自装置に作用する前記加速度を設定された時間間隔で取得する加速度取得手段をさらに
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備え、
　前記設定手段は、前記受信手段が受信する前記時間間隔、前記送信手段が送信する前記
時間間隔、及び前記取得手段が通信する前記時間間隔、及び前記加速度取得手段が取得す
る前記時間間隔を、前記記憶手段の記憶内容を参照して取得された前記加速度及び前記位
置情報に基づいて変更する、前記［５］に記載の情報処理装置。
［７］コンピュータを、
　設定された時間間隔で外部と通信することにより自装置の位置を示す位置情報を取得す
る取得手段と、
　前記取得手段の前記時間間隔を、自装置の移動に関する情報及び領域ごとに定められた
時間間隔の情報を参照して前記自装置の移動に関する情報及び前記位置情報が対応する前
記領域に応じた前記時間間隔に変更して設定する設定手段として機能させるための情報処
理プログラム。
［８］コンピュータを、
　設定された時間間隔で端末装置から送信される要求信号に応じて前記端末装置の位置を
示す位置情報を前記端末装置に送信する送信手段と、
　前記要求信号が送信さる前記時間間隔を、前記端末装置の移動に関する情報及び領域ご
とに定められた時間間隔の情報を参照して前記端末装置の移動に関する情報及び前記位置
情報が対応する前記領域に応じた前記時間間隔に変更する指令信号を前記端末装置に送信
する設定手段として機能させるための情報処理プログラム。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１、７、８に係る発明によれば、取得手段が通信する時間間隔が一定の場合と比
較して消費電力を抑制することができる。
　請求項２に係る発明によれば、取得手段が通信する時間間隔及び加速度取得手段が取得
する時間間隔が一定の場合と比較して消費電力を抑制することができる。
　請求項３に係る発明によれば、加速度センサを有していなくても、自装置の移動に関す
る情報を取得することができる。
　請求項４に係る発明によれば、領域の属性に応じた時間間隔に設定することができる。
　請求項５に係る発明によれば、受信手段が受信する時間間隔、送信手段が送信する時間
間隔、及び取得手段が通信する時間間隔が一定の場合と比較して消費電力を抑制すること
ができる。
　請求項６に係る発明に係る発明によれば、受信手段が受信する時間間隔、送信手段が送
信する時間間隔、取得手段が通信する時間間隔、加速度取得手段が取得する時間間隔が一
定の場合と比較して消費電力を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る情報管理システムの構成例を示す図で
ある。
【図２】図２は、サーバ装置の制御系の一例を示すブロック図である。
【図３】図３は、ユーザ端末装置の制御系の一例を示すブロック図である。
【図４】図４は、時間間隔情報の一例を示す図である。
【図５】図５（ａ）～（ｃ）は、設定情報の一例を示す図である。
【図６】図６は、オフィスの管理エリアの一例を示す図である。
【図７】図７は、ユーザ端末装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】図８は、本発明の第２の実施の形態に係るユーザ端末装置の制御系の一例を示す
ブロック図である。
【図９】図９は、本発明の第３の実施の形態に係る情報管理システムの構成例を示す図で
ある。
【図１０】図１０は、第３の実施の形態に係るサーバ装置の制御系の一例を示すブロック
図である。
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【図１１】図１１は、第３の実施の形態に係るユーザ端末装置の制御系の一例を示すブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、各図中、実質的に
同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付してその重複した説明を省略す
る。
【００１１】
［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る情報管理システムの構成例を示す図である。
【００１２】
　この情報管理システム１は、各領域に設置され、ビーコン信号２ａを発信する複数のビ
ーコン発信機２と、ユーザ端末装置４の位置に関する情報を収集するサーバ装置３と、ビ
ーコン発信機２から発信されたビーコン信号２ａを受信するとともに、サーバ装置３との
間でネットワーク５を介して通信する複数（同図では１つ）のユーザ端末装置４とを備え
る。サーバ装置３は、外部の一例である。ユーザ端末装置４は、情報処理装置の一例であ
る。
【００１３】
　ビーコン発信機２は、自己を識別する機器ＩＤを含むビーコン信号２ａを、例えば１秒
程度の間隔で連続的に発信する。ビーコン信号２ａとしては、例えばBluetooth Low Ener
gy（以下、ＢＬＥという。Bluetoothは登録商標）規格やWi-Fi（wireless fidelity）規
格に準拠した信号を用いることができる。ビーコン発信機２は、オフィス等の管理エリア
内の部屋、通路、エレベータ、階段等の各エリアに設定された各領域にそれぞれ１つ設置
されている。また、１つのエリアには、１つの領域が設定される場合もあれば、複数の領
域が設定される場合もある。ＧＰＳ（Global Positioning System）衛生からの電波は屋
内や地下には届かないが、屋外や地下に設定されたビーコン発信機２からのビーコン信号
であれば、屋内や地下でも数十ｃｍ～数ｍレベルで位置を特定することが可能になる。
【００１４】
　サーバ装置３は、ユーザ端末装置４から送信されるビーコン情報４ａを受信するととも
に、ユーザ端末装置４から位置情報要求信号４ｂを受信すると、ユーザ端末装置４の位置
を示す位置情報３ａをユーザ端末装置４に送信する。
【００１５】
　ユーザ端末装置４は、ユーザが携帯する通信移動端末であり、例えばパーソナルコンピ
ュータ、タブレット型コンピュータ、多機能電話機（スマートフォン）、携帯電話機等を
用いることができる。ユーザ端末装置４は、設定された受信間隔でビーコン信号２ａを受
信し、ビーコン信号２ａを受信すると、ビーコン信号２ａに含まれる機器ＩＤ、及び受信
したビーコン信号２ａの信号強度を含むビーコン情報４ａを設定された送信間隔でサーバ
装置３に送信する。また、ユーザ端末装置４は、設定された送信間隔で位置情報要求信号
４ｂをサーバ装置３に送信する。また、ユーザ端末装置４は、自装置に作用する加速度を
設定された取得間隔で取得する。なお、ｉBeacon（登録商標）のように、ビーコン信号２
ａの信号強度の代わりにビーコン発信機２からの距離情報（例えば、遠い、近い、非常に
近い）を用いてもよい。
【００１６】
　ネットワーク５は、有線通信及び無線通信等によりデータの送受信を行うＬＡＮ（ロー
カルエリアネットワーク）、インターネット等の通信網である。
【００１７】
（サーバ装置の構成）
　図２は、サーバ装置３の制御系の一例を示すブロック図である。サーバ装置３は、サー
バ装置３の各部を制御する制御部３０と、各種の情報を記憶する記憶部３１と、ユーザ端
末装置４との間でネットワーク５を介して通信を行う通信部３２とを備える。
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【００１８】
　記憶部３１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等で実
現され、プログラム３１０、発信機位置情報３１１等を記憶する。
【００１９】
　発信機位置情報３１１は、ビーコン発信機２が設置されている領域の識別情報（以下「
領域ＩＤ」ともいう。）と当該ビーコン発信機２の機器ＩＤとが関係付けられた情報であ
る。
【００２０】
　制御部３０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、インターフェース等から構成さ
れている。ＣＰＵは、記憶部３１に記憶されているプログラム３１０に従って動作するこ
とにより位置特定手段３００等として機能する。
【００２１】
　位置特定手段３００は、ユーザ端末装置４から位置情報要求信号４ｂを受信すると、ユ
ーザ端末装置４から送信されたビーコン情報４ａに基づいてユーザ端末装置４が存在する
位置、例えば、ビーコン発信機２が設置されている領域を特定する。具体的には、位置特
定手段３００は、直近にユーザ端末装置４から送信されたビーコン情報４ａに含まれる機
器ＩＤに対応する領域ＩＤを、記憶部３１が記憶する発信機位置情報３１１から抽出し、
抽出した領域ＩＤを位置情報３ａとしてユーザ端末装置４に送信する。また、位置特定手
段３００は、同時に複数のビーコン情報４ａを受信した場合には、受信した複数のビーコ
ン情報４ａのうち信号強度が最も大きいビーコン情報４ａに基づいてビーコン発信機２が
設置されている領域を特定する。領域ＩＤは、位置情報の一例である。なお、位置情報は
、経度、緯度の情報でもよい。
【００２２】
（ユーザ端末装置の構成）
　図３は、ユーザ端末装置４の制御系の一例を示すブロック図である。ユーザ端末装置４
は、ユーザ端末装置４の各部を制御する制御部４０と、各種の情報を記憶する記憶部４１
と、情報の入力及び表示を行う操作表示部４２と、ユーザ端末装置４に作用する加速度を
測定する加速度センサ４３と、ビーコン発信機２から発信されたビーコン信号２ａを受信
する近距離無線通信部４４と、サーバ装置３との間でネットワーク５を介して無線通信を
行う広域無線通信部４５とを備える。
【００２３】
　記憶部４１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等で実
現され、情報処理プログラム４１０、時間間隔情報４１１、設定情報４１２、ユーザＩＤ
４１３等を記憶する。
【００２４】
　時間間隔情報４１１は、領域ＩＤ及びユーザ端末装置４の状態（動状態又は静状態）ご
とに設定すべき時間間隔が登録された情報である。ユーザ端末装置４の状態は、自装置の
移動に関する情報の一例である。
【００２５】
　設定情報４１２は、加速度の取得間隔、ビーコン信号２ａの受信間隔、ビーコン情報４
ａの送信間隔、位置情報要求信号４ｂの送信間隔の制御対象ごとに設定された時間間隔の
情報である。
【００２６】
　ユーザＩＤ４１３は、ユーザ端末装置４を携帯するユーザの識別情報である。なお、ユ
ーザＩＤ４１３の代わりにユーザ端末装置４に固有の装置ＩＤを用いてもよい。
【００２７】
　操作表示部４２は、液晶ディスプレイ等の表示部にタッチパネルが重合配置されたタッ
チパネルディスプレイを有し、操作画面を表示部に表示するとともに、操作者からタッチ
パネルへの操作を受け付ける。
【００２８】
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　加速度センサ４３は、例えば、ユーザ端末装置４に作用する３軸方向の加速度を測定す
ることが可能な３軸加速度センサである。加速度センサ４３は、操作表示部４２の画面に
垂直な方向の加速度、操作表示部４２の画面の左右方向に平行な方向の加速度、操作表示
部４２の画面の上下方向に平行な方向の加速度を測定する。
【００２９】
　近距離無線通信部４４は、例えば、Bluetooth（登録商標）、Wi-Fi（Wireless Fidelit
y）等を用いた無線通信を行う。広域無線通信部４５は、例えば、Wi-Fi（Wireless Fidel
ity）等の無線ＬＡＮ（Local Area Network）や、ＬＴＥ（Long Term Evolution）等を用
いた無線通信を行う。
【００３０】
　制御部４０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、インターフェース等から構成さ
れている。ＣＰＵは、記憶部４１に記憶された情報処理プログラム４１０に従って動作す
ることにより、ビーコン信号受信手段４００、ビーコン情報送信手段４０１、位置情報取
得手段４０２、加速度取得手段４０３、状態判定手段４０４、時間間隔設定手段４０５等
として機能する。
【００３１】
　ビーコン信号受信手段４００は、ビーコン発信機２が発信するビーコン信号２ａを設定
情報４１２として設定された受信間隔で受信するとともに、受信したビーコン信号２ａの
信号強度を検出する。
【００３２】
　ビーコン情報送信手段４０１は、ビーコン信号受信手段４００が受信したビーコン信号
２ａに含まれる機器ＩＤ、及びビーコン信号受信手段４００が検出したビーコン信号２ａ
の信号強度を含むビーコン情報４ａを設定情報４１２として設定された送信間隔でサーバ
装置３に送信する。
【００３３】
　位置情報取得手段４０２は、設定された時間間隔で外部と通信することにより自装置の
位置を示す位置情報３ａを取得する。すなわち、位置情報取得手段４０２は、設定情報４
１２として設定された時間間隔で位置情報要求信号４ｂをサーバ装置３に送信し、その応
答としてサーバ装置３から送信された位置情報３ａを取得する。
【００３４】
　加速度取得手段４０３は、設定情報４１２として設定された取得間隔で加速度センサ４
３から３軸方向の加速度を取得する。
【００３５】
　状態判定手段４０４は、加速度取得手段４０３が取得した３軸方向の加速度のうち最も
大きい加速度と閾値とを比較し、加速度が閾値以上のときは、ユーザ端末装置４は動状態
（ユーザが動いている状態）にあると判定し、加速度が閾値未満のときは、ユーザ端末装
置４は静状態（ユーザが静止している状態）にあると判定する。
【００３６】
　時間間隔設定手段４０５は、位置情報取得手段４０２が取得した位置情報３ａに含まれ
る領域ＩＤ、及び状態判定手段４０４が判定したユーザ端末装置４の状態（動状態又は静
状態）に基づいて、ビーコン信号受信手段４００のビーコン信号２ａの受信間隔、ビーコ
ン情報送信手段４０１のビーコン情報４ａの送信間隔、位置情報取得手段４０２の位置情
報要求信号４ｂの送信間隔、及び加速度取得手段４０３の加速度の取得間隔を、記憶部４
１の時間間隔情報４１１を参照して領域ＩＤ及びユーザ端末装置４の状況に対応する時間
間隔に変更して設定する。受信間隔、送信間隔、取得間隔は、それぞれ時間間隔の一例で
ある。
【００３７】
　図４は、ユーザ端末装置４の記憶部４１が記憶する時間間隔情報４１１の一例を示す図
である。図４に示す時間間隔情報４１１は、例えば、加速度の取得間隔、及び位置情報要
求信号４ｂの送信間隔に関するものである。時間間隔情報は、ビーコン信号２ａの受信間
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隔、及びビーコン情報４ａの送信間隔の各制御対象についてもそれぞれ設けられている。
なお、時間間隔情報４１１は、加速度の取得間隔、ビーコン信号２ａの受信間隔、ビーコ
ン情報４ａの送信間隔、及び位置情報要求信号４ｂの送信間隔の制御対象に対して共通に
設けてもよい。なお、図４に示す時間間隔情報４１１を制御対象に対して共通に設け、時
間間隔を示す後述する「長」、「中」、「短」に対応する値を制御対象に対応して変えて
もよい。時間間隔情報４１１には、領域ＩＤ欄４１１ａ、通信状況欄４１１ｂ、用途欄４
１１ｃ、状態欄４１１ｄが設けられている。
【００３８】
　領域ＩＤ欄４１１ａには、ビーコン発信機２が設置された領域を示す領域ＩＤのＥ１、
Ｅ２、・・・が登録されている。
【００３９】
　通信状況欄４１１ｂには、通信の安定性を示す「高」、「中」、「低」の通信状況が登
録されている。「高」は、例えば、周りに壁があり、ビーコン信号２ａの混線具合が低い
ことから、通信状況が高いことを示している。「低」は、例えば、周りに壁がなく、ビー
コン信号２ａの混線具合が高いことから、通信状況が低いことを示している。「中」は、
「高」と「低」の中間の通信状況を示している。
【００４０】
　用途欄４１１ｃには、領域の用途が登録されている。「滞留性」はユーザが留まる傾向
があることを意味し、「移動性」はユーザが移動する傾向があることを意味している。通
信状況及び用途の情報は、領域の属性情報の一例である。
【００４１】
　状態欄４１１ｄのうち、「静」はユーザ端末装置４が静状態にあり、「動」はユーザ端
末装置４が動状態にあることを意味している。状態欄４１１ｄには、長い時間間隔の値を
意味する「長」、短い時間間隔の値を意味する「短」、「長」と「短」の中間の時間間隔
の値を意味する「中」が登録されている。具体的には、例えば、「短」、「中」、「長」
は、それぞれ１秒、１０秒、３０秒の値を意味する。
【００４２】
（情報管理システムの動作）
　次に、情報管理システム１の動作の一例について図４から図７を参照して説明する。図
７は、ユーザ端末装置４の動作の一例を示すフローチャートである。
【００４３】
　図５は、設定情報４１２の一例を示す図である。ユーザ端末装置４の情報処理プログラ
ム４１０を起動した際は、ユーザ端末装置４の記憶部４１には、図５（ａ）に示す設定情
報４１２が記憶されているものとする。すなわち、ユーザ端末装置４の情報処理プログラ
ム４１０を起動した際は、加速度の取得間隔は「短」、ビーコン信号２ａの受信間隔は「
短」、ビーコン情報４ａの送信間隔は「短」、位置情報要求信号４ｂの送信間隔は「短」
に設定されているものとする。
【００４４】
　図６は、オフィスの管理エリアの一例を示す図である。図６に示す管理エリアには、会
議室Ａ～Ｄ、エレベータ、通路、階段、デスクスペースの各エリアに各領域が設定されて
いる。通路及びデスクスペースのエリアには、それぞれ複数の領域が設定されている。図
６中、Ｅ１～Ｅ３３は、領域ＩＤの一例である。図６に示す各領域ＩＤのＥ１～Ｅ３３の
領域には、ビーコン発信機２が１つずつ設置されているが、図６ではビーコン発信機２の
図示を省略している。
【００４５】
　ユーザがユーザ端末装置４を携帯して図６に示すデスクスペースの領域Ｅ３３からＥ１

で示す会議室Ａに向かう場合について説明する。図４に示す時間間隔情報４１１は、加速
度の取得間隔、ビーコン信号２ａの受信間隔、ビーコン情報４ａの送信間隔、及び位置情
報要求信号４ｂの送信間隔の各制御対象に対してそれぞれ設けられているものとする。
【００４６】
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（１）ビーコン信号の受信、ビーコン情報の送信
　ビーコン信号受信手段４００は、ビーコン発信機２が発信するビーコン信号２ａを設定
された受信間隔（例えば、１秒）で近距離無線通信部４４により受信し、受信したビーコ
ン信号２ａの信号強度を検出する（Ｓ１）。
【００４７】
　ビーコン情報送信手段４０１は、ビーコン信号受信手段４００が受信したビーコン信号
２ａに含まれる機器ＩＤ、及びビーコン信号受信手段４００が検出したビーコン信号２ａ
の信号強度を含むビーコン情報４ａをユーザＩＤ４１３とともに設定された送信間隔（例
えば、１秒）で広域無線通信部４５によりネットワーク５を介してサーバ装置３に送信す
る（Ｓ２）。
【００４８】
（２）位置情報の取得
　位置情報取得手段４０２は、設定された送信間隔（例えば、１秒）で位置情報要求信号
４ｂをユーザＩＤ４１３とともに広域無線通信部４５によりネットワーク５を介してサー
バ装置３に送信する（Ｓ３）。
【００４９】
　サーバ装置３の位置特定手段３００は、位置情報要求信号４ｂを受信すると、直近に同
一のユーザＩＤ４１３を有するユーザ端末装置４から送信されたビーコン情報４ａに含ま
れる機器ＩＤ及びビーコン信号２ａの信号強度に基づいてユーザ端末装置４の位置を特定
する。すなわち、ビーコン情報４ａに含まれる機器ＩＤに対応する領域ＩＤを、記憶部３
１が記憶する発信機位置情報３１１から抽出し、抽出した領域ＩＤを位置情報３ａとして
ユーザ端末装置４に送信する。ユーザ端末装置４の位置情報取得手段４０２は、サーバ装
置３から送信された位置情報３ａを取得する（Ｓ４）。位置情報取得手段４０２は、取得
した位置情報３ａを記憶部４１に一時的に記憶する。
【００５０】
（３）加速度の取得
　加速度取得手段４０３は、設定された取得間隔（例えば、１秒）で加速度センサ４３か
ら３軸方向の加速度を取得する。加速度取得手段４０３は、取得した加速度を記憶部４１
に一時的に記憶する。状態判定手段４０４は、加速度取得手段４０３が取得し、記憶部４
１に一時的に記憶された３軸方向の加速度のうち最も大きい加速度と閾値とを比較し、加
速度が閾値以上のときは、ユーザ端末装置４は動状態にあると判定し、加速度が閾値未満
のときは、ユーザ端末装置４は静状態にあると判定する（Ｓ５）。
【００５１】
（４）時間間隔の設定
　時間間隔設定手段４０５は、位置情報取得手段４０２が取得した位置情報３ａ、及び状
態判定手段４０４が判定したユーザ端末装置４の状態に基づいて、時間間隔情報４１１を
参照して記憶部４１に記憶されている設定情報４１２の時間間隔を変更する必要があるか
否かを判断する（Ｓ６）。時間間隔設定手段４０５は、時間間隔を変更する必要があると
判断すると（Ｓ６：Ｙｅｓ）、記憶部４１に記憶された設定情報４１２の時間間隔を変更
して設定する。
【００５２】
　例えば、ユーザが図６に示す領域ＩＤのＥ１の会議室Ａに到達したばかりのときは、図
４に示すように、まだユーザが会議室Ａの中を動いているために自装置が動状態にあり、
加速度の取得間隔、及び位置情報要求信号４ｂの送信間隔を「中」に設定すべきことが分
かる。この場合、時間間隔設定手段４０５は、例えば、図５（ｂ）に示すように、加速度
の取得間隔を「中」、位置情報要求信号４ｂの送信間隔を「中」に変更して設定する。ビ
ーコン信号２ａの受信間隔、及びビーコン情報４ａの送信間隔については「短」のままと
する。
【００５３】
　ユーザが図６に示す領域ＩＤのＥ１の会議室Ａのある席に着くと、図４に示すように、



(10) JP 6780357 B2 2020.11.4

10

20

30

40

50

ユーザが静止しているために自装置が静状態にあり、加速度の取得間隔、及び位置情報要
求信号４ｂの送信間隔を「長」に設定すべきことが分かる。この場合、時間間隔設定手段
４０５は、例えば、図５（ｃ）に示すように、加速度の取得間隔を「長」、ビーコン信号
２ａの受信間隔を「中」、ビーコン情報４ａの送信間隔を「中」、位置情報要求信号４ｂ
の送信間隔を「長」に変更して設定する。
【００５４】
［第２の実施の形態］
　図８は、本発明の第２の実施の形態に係るユーザ端末装置の制御系の一例を示すブロッ
ク図である。第１の実施の形態では、加速度センサ４３が測定した加速度を加速度取得手
段４０３が取得し、その取得された加速度に基づいて状態判定手段４０４がユーザ端末装
置４の状態を判定したが、本実施の形態は、加速度センサ４３及び加速度取得手段４０３
を用いずにユーザ端末装置４の状態を判定するものであり、他は第１の実施の形態と同様
に構成されている。以下、第１の実施の形態と異なる点を中心に説明する。
【００５５】
　本実施の形態の状態判定手段４０４は、サーバ装置３から繰り返し位置情報３ａを受信
すると、２つの位置情報３ａが示す自装置の位置（ビーコン発信機２の設置位置）の単位
時間当たりの変化（速度）を求め、求めた速度と閾値とを比較し、速度が閾値以上のとき
は、ユーザ端末装置４は動状態にあると判定し、速度が閾値未満のときは、ユーザ端末装
置４は静状態にあると判定する。
【００５６】
［第３の実施の形態］
　図９は、本発明の第３の実施の形態に係る情報管理システムの構成例を示す図である。
第１の実施の形態では、時間間隔をユーザ端末装置４が決めていたが、本実施の形態はサ
ーバ装置３が決めるようにしたものであり、他は第１の実施の形態と同様に構成されてい
る。以下、第１の実施の形態と異なる点を中心に説明する。
【００５７】
　この情報管理システム１は、第１の実施の形態と同様に、各領域に設置された複数のビ
ーコン発信機２と、サーバ装置３と、サーバ装置３との間でネットワーク５を介して通信
する複数のユーザ端末装置４とを備える。
【００５８】
　ユーザ端末装置４は、設定された受信間隔でビーコン信号２ａを受信し、ビーコン信号
２ａを受信すると、ビーコン信号２ａに含まれる機器ＩＤ、及び受信したビーコン信号２
ａの信号強度を含むビーコン情報４ａを設定された送信間隔でサーバ装置３に送信する。
また、ユーザ端末装置４は、設定された送信間隔で変更情報要求信号４ｃをサーバ装置３
に送信する。本実施の形態の場合、ユーザ端末装置４は位置情報要求信号４ｂをサーバ装
置３に送信しない。
【００５９】
　サーバ装置３は、ユーザ端末装置４から送信されるビーコン情報４ａを受信するととも
に、ユーザ端末装置４から変更情報要求信号４ｃを受信すると、変更情報３ｂをユーザ端
末装置４に送信する。変更情報３ｂには、例えば、ビーコン信号２ａの受信間隔、ビーコ
ン情報４ａの送信間隔、変更情報要求信号４ｃの送信間隔を「短」、「中」、「長」のい
ずれかにすべきかの情報が含まれる。
【００６０】
（サーバ装置の構成）
　図１０は、第３の実施の形態に係るサーバ装置３の制御系の一例を示すブロック図であ
る。サーバ装置３は、第１の実施の形態と同様に、制御部３０、記憶部３１及び通信部３
２を備える。
【００６１】
　記憶部３１は、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で実現され、情報処理プログラム３１０ａ、発信機位
置情報３１１の他に、図４に示す時間間隔情報４１１等を記憶する。
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【００６２】
　制御部３０のＣＰＵは、記憶部３１に記憶されている情報プログラム３１０ａに従って
動作することにより位置特定手段３００、状態判定手段３０１、変更情報送信手段３０２
等として機能する。
【００６３】
　位置特定手段３００は、ユーザ端末装置４から送信されたビーコン情報４ａに基づいて
ユーザ端末装置４が存在する位置、すなわちビーコン発信機２が設置されている領域を特
定する。
【００６４】
　状態判定手段３０１は、位置特定手段３００が特定したユーザ端末装置４が存在する位
置の単位時間当たりの変化（速度）を求め、速度が閾値以上のときは、ユーザ端末装置４
は動状態にあると判定し、速度が閾値未満のときは、ユーザ端末装置４は静状態にあると
判定する。
【００６５】
　変更情報送信手段３０２は、位置特定手段３００が特定した位置、及び状態判定手段３
０１が判定したユーザ端末装置４の状態に基づいて時間間隔情報４１１を参照し、変更す
べき時間間隔の情報を取得し、変更情報３ｂとしてユーザ端末装置４に送信する。
【００６６】
（ユーザ端末装置の構成）
　図１１は、第３の実施の形態に係るユーザ端末装置４の制御系の一例を示すブロック図
である。ユーザ端末装置４は、第１の実施の形態と同様に、制御部４０、記憶部４１、操
作表示部４２、近距離無線通信部４４、及び広域無線通信部４５を備える。加速度センサ
４３は備えていない。
【００６７】
　記憶部４１は、情報処理プログラム４１０、設定情報４１２、ユーザＩＤ４１３等を記
憶するが、時間間隔情報４１１は記憶していない。
【００６８】
　制御部４０のＣＰＵは、記憶部４１に記憶された情報処理プログラム４１０に従って動
作することにより、ビーコン信号受信手段４００、ビーコン情報送信手段４０１、変更情
報取得手段４０６、時間間隔設定手段４０５等として機能する。なお、本実施の形態の制
御部４０は、位置情報取得手段４０２、加速度取得手段４０３、状態判定手段４０４とし
て機能しない。
【００６９】
　変更情報取得手段４０６は、サーバ装置３から送信された変更情報３ｂを取得する。
【００７０】
　時間間隔設定手段４０５は、変更情報取得手段４０６が取得した変更情報３ｂに従って
、ビーコン信号受信手段４００のビーコン信号２ａの受信間隔、ビーコン情報送信手段４
０１のビーコン情報４ａの送信間隔、又は変更情報要求信号４ｃの送信間隔を変更して設
定する。
【００７１】
［変形例］
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるもので
はなく、本発明の要旨を変更しない範囲内で種々の変形、実施が可能である。例えば、第
１及び第２の実施の形態では、ユーザ端末装置４からサーバ装置３にビーコン情報４ａ及
び位置情報要求信号４ｂを別々に送信していたが、機器ＩＤ及び信号強度を含む位置情報
要求信号をサーバ装置３に送信してもよい。これと同様に、第３の実施の形態では、ユー
ザ端末装置４からサーバ装置３にビーコン情報４ａ及び変更情報要求信号４ｃを別々に送
信していたが、機器ＩＤ及び信号強度を含む変更情報要求信号をサーバ装置３に送信して
もよい。
【００７２】
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　また、上記実施の形態では、情報処理装置としてユーザが携帯するユーザ端末装置につ
いて説明したが、荷物を運搬するカート等の運搬具や駆動力を備えた移動装置に付けられ
た端末装置でもよい。この場合、操作表示部４２を備えていなくてもよい。
【００７３】
　また、本発明の要旨を変更しない範囲内で、構成要素の一部を省いてもいいし、各実施
の形態間で構成要素を組み合わせることも可能である。例えば、ユーザ端末装置４の状態
を判定せずにビーコン発信機２が設置される領域の属性（通信状況、用途等の情報）に基
づいて時間間隔を設定してもよい。
【００７４】
　また、本発明の要旨を変更しない範囲内で、実施の形態のフローにおいて、ステップの
追加、削除、変更、入替え等が可能である。例えば、図７に示すフローチャートにおいて
、状態判定（Ｓ５）を位置情報取得（Ｓ４）と並行して、又は位置情報取得（Ｓ４）より
も先に行ってもよい。
【００７５】
　また、制御部３０、４０の各手段は、それぞれ一部又は全部を再構成可能回路（ＦＰＧ
Ａ：Field Programmable Gate Array）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Application
 Specific Integrated Circuit）等のハードウェア回路によって構成してもよい。また、
上記実施の形態で用いたプログラムをＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ読み取り可能な記録
媒体に記録して提供することもできる。
【符号の説明】
【００７６】
１…情報管理システム、２…ビーコン発信機、２ａ…ビーコン信号、
３…サーバ装置、３ａ…位置情報、３ｂ…変更情報、４…ユーザ端末装置、
４ａ…ビーコン情報、４ｂ…位置情報要求信号、４ｃ…変更情報要求信号、
５…ネットワーク、３０…制御部、３１…記憶部、３２…通信部、４０…制御部、
４１…記憶部、４２…操作表示部、４３…加速度センサ、４４…近距離無線通信部、
４５…広域無線通信部、３００…位置特定手段、３０１…状態判定手段、
３０２…変更情報送信手段、３１０、３１０ａ…プログラム、
３１１…発信機位置情報、４００…ビーコン信号受信手段、
４０１…ビーコン情報送信手段、４０２…位置情報取得手段、
４０３…加速度取得手段、４０４…状態判定手段、４０５…時間間隔設定手段、
４１０…情報処理プログラム、４１１…時間間隔情報、４１１ａ…領域ＩＤ欄、
４１１ｂ…通信状況欄、４１１ｃ…用途欄、４１１ｄ…状態欄、
４１２…設定情報、４１３…ユーザＩＤ、Ｅ１～Ｅ３３…領域ＩＤ
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